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１ 
 

改 正 後 現   行 

１０ 特定金融会社等関係 

 

１０－２ 特定金融会社等の登録等に関する定期報告等 

１０－２－１ 登録関係 

(1) 登録又は登録の拒否を行った場合には、その都度、登録済通知書（写）又は

登録拒否通知書（写）を金融庁担当局長あて送付するものとする。 

(2) 廃止等届出書を受理した場合には、その都度、当該届出書（写）を金融庁担

当局長あて送付するものとする。 

(3) （削除） 

 

 

１０－２－２ 業務又は経理の状況に関する報告書 

 (1) 法第５条第２項の規定に基づく登録の通知と同時に、法第１０条の規定に基

づき、管轄財務局長は、その登録に係る特定金融会社等に対し、貸付資金の

受入れのための社債の発行等の実績について、４月から９月まで及び１０月か

ら翌年３月までの各期間（以下この項において「半期」という。）ごとに、当該半

期末日の属する日の翌月の末日までに、別紙様式２により作成した報告書の

提出を求める旨の報告徴収を行うものとする。 

 (2) 上記(1)による報告書を受理した場合は、当該提出期限の翌月末までに、当

該報告書（写）を金融庁担当局長あて送付するものとする。 

 

１０－４ 行政処分を行う際の留意点 

１０－４－４ 営業所等の所在の確知 

１０ 特定金融会社等関係 

 

１０－２ 特定金融会社等の登録等に関する定期報告等 

１０－２－１ 登録関係 

(1) 登録又は登録の拒否を行った場合には、その都度、登録済通知書（写）又は

登録拒否通知書（写）を監督局長あて送付するものとする。 

(2) 廃止等届出書を受理した場合には、その都度、当該届出書（写）を監督局長

あて送付するものとする。 

(3) 半期間（４月から９月までの間及び１０月から翌年３月までの間）ごとの登録

状況を別紙様式２により作成し、１０月末又は４月末までに監督局長あて報告

するものとする。 

１０－２－２ 業務又は経理の状況に関する報告書 

(1) 法第５条第２項の規定に基づく登録の通知と同時に、法第１０条の規定に基

づき、管轄財務局長は、その登録に係る特定金融会社等に対し、貸付資金の

受入れのための社債の発行等の実績について、４月から９月まで及び１０月か

ら翌年３月までの各期間（以下この項において「半期」という。）ごとに、当該半

期末日の属する日の翌月の末日までに、別紙様式３により作成した報告書の

提出を求める旨の報告徴収を行うものとする。 

(2) 上記(1)による報告書を受理した場合は、当該提出期限の翌月末までに、当

該報告書（写）を監督局長あて送付するものとする。 

 

１０－４ 行政処分を行う際の留意点 

１０－４－４ 営業所等の所在の確知 
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法第 11 条第２項の規定により営業所等の所在を確知するため必要な場合に

は、法第 10 条の規定に基づき、営業所等の所在報告書、営業所又は事務所の所

在地を証する書面又はその写し等又は営業所等の地図等の報告を求めるものとす

る。 

１０－４－６ 監督処分の通知 

(1) 法第 11 条第１項及び第２項の規定による行政処分を行った場合は、金融

庁担当局長に通知するものとする。 

(2) 法第 13 条の規定による公告を行ったときは、当該公告に係る官報の写しを、

金融庁担当局長及び他の財務局長に対して送付するものとする。 

 

【様式編】 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第 11 条第２項の規定により営業所等の所在を確知するため必要な場合に

は、法第 10 条の規定に基づき、別紙様式４による営業所等の所在報告書、営業所

又は事務所の所在地を証する書面又はその写し等又は営業所等の地図等の報告

を求めるものとする。 

１０－４－６ 監督処分の通知 

(1) 法第 11 条第１項及び第２項の規定による行政処分を行った場合は、監督

局長に通知するものとする。 

(2) 法第 13 条の規定による公告を行ったときは、当該公告に係る官報の写しを、

監督局長及び他の財務局長に対して送付するものとする。 

 

【様式編】 

別紙様式２（ひな型） 

（日本産業規格Ａ４） 

特定金融会社等の登録状況に係る報告 

（   年   月   日～   年   月   日） 

    財務（支）局 
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別紙様式２（ひな型） 

 

別紙様式３（ひな型） 
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